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報第１号 専決処分の報告について 

令和６年８月22日議第88号をもって議決を経た新北消防署建築工事に係る吉川・

飯田特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を次のとおり変更した（令和

７年12月23日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 831,337,100円 

          〔変更前〕一金 822,800,000円 

      ２ 変更理由  

(１) 盛土の追加及び地盤改良の仕様を変更したため。 

(２) 屋根雪止めを追加したため。 

(３) 自家用給油取扱所の給油空地を拡張したため。 

 

報第２号 専決処分の報告について 

  令和６年８月22日議第89号をもって議決を経た新北消防署電気設備工事に係る松

本・小境特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を次のとおり変更した

（令和７年12月23日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 216,502,000円 

          〔変更前〕一金 214,500,000円 

      ２ 変更理由  

(１) 車両動線上に設置する鉄蓋の仕様を変更したため。 

(２) ネットワーク工事を追加したため。 

(３) 自家発電機燃料用地下タンク周囲フェンス工事を追加したため。 

 

報第３号 専決処分の報告について 

令和７年10月25日午後10時20分頃、市内富士見町３丁目地内において、市道

414100線を北方面へ走行していた車両が同線上に倒れていた枯木に接触し、当該車

両のフロントバンパー、フェンダー等を破損させ、損害を与えた。 

これに対する損害賠償額を令和８年１月５日、50,918円と定めた。 

〔過失割合：市側30％、相手側70％〕 

 

報第４号 専決処分の報告について 

  令和６年６月27日議第66号をもって議決を経た笠原小中学校建設工事建築工事に

係る岐建・吉川・新興特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を次のとお

り変更した（令和８年１月16日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 4,382,378,000円 

          〔変更前〕一金 4,378,000,000円 

      ２ 変更理由  

(１) 旧浄化槽等の地中埋設物が発見され、その処分を追加したため。 

(２) 使い勝手を考慮し、ロッカー、建具等の仕様を変更したため。 

(３) 天窓用カーテンを電動仕様に変更したため。 

 



 

2 

報第５号 専決処分の報告について 

令和６年６月27日議第67号をもって議決を経た笠原小中学校建設工事電気設備工

事に係る松本・高電特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を次のとおり

変更した（令和８年１月16日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 484,966,900円 

          〔変更前〕一金 484,000,000円 

      ２ 変更理由  

(１) 駐車場等の運営管理に伴い外灯照明器具の配置及び機種を変更

したため。 

(２) グラウンドの使用方法の検討によりコンセントを追加したため。 

(３) 校内交換設備の電話機をコードレス電話機に変更したため。 

 

報第６号 専決処分の報告について 

  令和６年６月27日議第68号をもって議決を経た笠原小中学校建設工事機械設備工

事に係る池田・大和特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を次のとおり

変更した（令和８年１月16日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 670,520,400円 

          〔変更前〕一金 668,800,000円 

      ２ 変更理由  

(１) 受水槽容量及び外部給排水ルートを変更したため。 

(２) 体育館空調の貸出し管理用に集中リモコンをネット通信用に整

備したため。 

 

報第７号 専決処分の報告について 

令和６年６月27日議第63号をもって議決を経た多治見市笠原こども園統合整備工

事電気設備工事に係る小境・林特定建設工事共同企業体との工事請負契約の一部を

次のとおり変更した（令和８年１月23日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 189,436,500円 

〔変更前〕一金 187,000,000円 

２ 変更理由 

(１) 照明器具の台数及び仕様を変更したため。 

      (２) 仮設電気配管の経路変更及び追加をしたため。 

(３) 既存園舎建築改修に伴い既設器具等の撤去、再取付等を追加し 

たため。 

 

報第８号 専決処分の報告について 

令和６年６月27日議第64号をもって議決を経た多治見市笠原こども園統合整備工

事機械設備工事に係る株式会社丸三ポンプ工業所との工事請負契約の一部を次のと

おり変更した（令和８年１月23日専決処分）。 

変更点 １ 契約金額 〔変更後〕一金 201,744,400円 
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〔変更前〕一金 193,160,000円 

２ 変更理由 

(１) 空調機器の吊り補強材を追加したため。 

(２) 既設トイレ配管改修に伴い既設床に合わせて穴抜き厚さを変更

したため。 

(３) 扇風機及び厨房給排気機器の仕様変更及び追加をしたため。 

 

報第９号 財政向上目標の報告について 

多治見市健全な財政に関する条例（平成19年条例第48号）第21条第１項及び第２

項の規定により、財政向上目標を次のとおり定めたので、これを議会に報告する。 

 １ 財政向上目標 

財政判断指標 
償還可能年数 

（年） 

経費硬直率 

（％） 

財政調整基金 

充足率（％） 

経常収支比率 

（％） 

財政向上目標 7.0 79.0 15.0 95.0 

２ 適用年度 令和８年度分の予算及び決算から適用する。 

 

報第10号 財政健全基準の報告について 

多治見市健全な財政に関する条例（平成19年条例第48号）第25条第１項の規定に

より、財政健全基準を次のとおり定めたので、これを議会に報告する。 

 １ 財政健全基準 

財政判断指標 
償還可能年数 

（年） 

経費硬直率 

（％） 

財政調整基金 

充足率（％） 

経常収支比率 

（％） 

財政健全基準 10.0 82.0 7.5 98.0 

２ 適用年度 令和８年度分の予算及び決算から適用する。 

 

承第１号 専決処分の承認を求めるについて 

 令和７年度多治見市一般会計補正予算（第５号）（令和８年１月23日専決処分） 
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議第１号 多治見市行政手続条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

 国において、情報通信技術の効果的な活用を推進するため、デジタル社会の形成

を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正

する法律（令和５年法律第63号）が公布され、改正後の行政手続法において、聴

聞及び弁明の機会の付与の通知に係る公示送達をデジタル化するとされたことか

ら、本市においても同法の改正の趣旨を踏まえ、所要の改正を行う。 

 ２ 改正内容 

(１) 不利益処分の名宛人の所在が不明な場合の聴聞の通知に係る公示送達につ

いて、公示事項を規則で定める方法（インターネットによる公表を想定）によ

り、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が

記載された書面を市の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に

設置したパソコン等（電子計算機の映像面に表示したもの）で閲覧をすること

ができる状態に置く措置をとるものとする規定を整備する（第15条第３項、同

条第４項及び第16条第１項関係）。 

(２) 聴聞の続行期日の通知に係る公示送達について、聴聞の通知に係る公示送

達と同様とし、準用規定中の引用箇所を改める（第22条第３項関係）。 

(３) 弁明の機会の付与の通知に係る公示送達について、聴聞の通知に係る公示

送達と同様とし、準用規定中の引用箇所を改める（第29条関係）。 

(４) 字句の修正を行う（第13条第１項第１号イ及び第25条関係）。 

 ３ 施行日等 

(１) 令和８年５月21日（行政手続法の一部改正の施行日と同日） 

(２) 改正後の第15条第３項及び第４項（これらの規定を準用する場合を含む。）

の規定は、施行日以後にする通知について適用する。 

 

議第２号 多治見市印鑑条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨及び改正内容 

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法

律（令和７年法律第46号）の施行に伴い、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

の一部改正により生じた号ずれについて、条例中の引用箇所を改める（第２条第６

号関係）。 

 ２ 施行日 公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日 

 

議第３号 多治見市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び改正内容 

職員の懲戒処分を受け、令和８年３月に支給する市長及び副市長の給料月額を

10％減額する（附則第14項関係）。 

 ２ 施行日 公布の日 
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議第４号 多治見市職員等の旅費に関する条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

  国家公務員等の旅費制度について、国内外における物価上昇など経済社会情勢

の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、国家公務員等の旅費に関

する法律（昭和25年法律第114号）の一部が改正されたことを受け（令和７年４

月１日施行）、同法に準拠する内容で改正を行う。 

２ 主な改正内容 

(１) 旅費の支給対象について 

ア 自宅発の出張に係る旅費の支給を可能とする（第２条第３号関係）。 

イ 旅行者に対する旅費の支給に代えて、旅行役務提供者に対する旅費に相当

する金額の支払いを可能とする。旅行役務提供者は旅行業者のほか規則で定

める（第２条第９号、第３条第７項及び第７条第１項関係）。 

(２) 旅費の種類について 

  旅行に要する実費を弁償するためのものとして、その計算に必要となる種目

及び内容に係る規定を簡素化する（第６条関係）。 

ア 車賃をその他の交通費に改め、バスの運賃以外にタクシー代金及びレンタ

カー代金を旅費の対象に含める（第12条関係）。 

イ 宿泊料を宿泊費に改め、地域の実情及び職務を勘案した上限付き実費とす

る。上限額は規則で定める（第13条関係）。 

ウ 移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として包括宿泊費

を新設する（第14条関係）。 

エ 日当を廃止し、宿泊手当を新設する。金額は規則で定める１夜当たりの定

額とする（第15条関係）。 

オ 移転料を転居費に改め、金額は転居の実態を勘案した実費とする。算定方

法は規則で定める（第16条関係）。 

カ 着後手当を着後滞在費に改め、宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の

合計額に相当する額とする（第17条関係）。 

キ 扶養親族移転料を家族移転費に改め、対象から扶養親族の要件を外し、同

居する家族とする。金額は職員相当額を上限とした実費とする（第18条関

係）。 

(３) 旅費の返納について 

  旅行者が多治見市職員等の旅費に関する条例（平成４年条例第６号。以下

「旅費条例」という。）又は同条例に基づく規則に違反して旅費の支給を受け

た場合において、その旅費の返納を求めるとともに、旅行者の給与又は旅費の

額から差し引くことができる規定を新設する（第27条関係）。 

 ３ 施行日等 

(１) 令和８年４月１日 

(２) 改正後の規定は、施行日以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行に

ついて適用する。 

(３) 多治見市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年条例第３号）の一
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部改正 

政務活動費を充てることができる旅費の区分について、旅費条例の規定の例

によることとされているため、同条例の改正に合わせて規定を改める（別表第

２関係）。 

 

議第５号 多治見市職員退職手当に関する条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

県内36市町村が加盟する岐阜県市町村職員退職手当組合において、岐阜県市町

村職員退職手当組合退職手当条例（昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例

第３号）の一部が改正されたことを踏まえ、特別職の職員の退職手当について、

所要の改正を行う。 

 ２ 改正内容 

(１) 任期満了の翌日に同一の職に就いた特別職の職員が、在職期間の通算の申

出をした場合は、任期満了による退職手当を支給せず、在職期間を通算して退

任時に支給するものとする（第２条第１項、第９条の２第３項関係）。 

(２) 在職期間を通算した場合の退職手当の基礎となる給料月額は、通算した最

後の在職期間の退職日における給料月額とする（第６条第２項関係）。 

(３) 職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支

給について、対象となる職員を明確化するため職員の区分を明記する（第21条

第１項関係）。 

 ３ 施行日等 

(１) 令和８年４月１日 

(２) 改正後の規定は、施行日以後に退職した市長、副市長及び教育長である職

員に対する退職手当から適用する。 

 

議第６号 多治見市関谷文庫基金条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び改正内容 

令和８年度から基金の一部を取り崩し、多治見市の図書館並びに小学校、中学

校及び義務教育学校の図書購入費に財源充当できるようにするため、基金の処分

に関する規定を新設する（改正後の第３条関係）。 

 ２ 施行日 令和８年４月１日 

 

【政策の背景及び提案までの経緯(議会基本条例第13条第１号関係)】 

１ 昭和55年に関谷源吾氏からの寄附金をもって「多治見市関谷文庫基金」（以下

「基金」という。）を設置した。 

２ 基金は、運用益を多治見市立小学校の図書購入費に充てている果実運用型基金

である。総額は、１億円（国債49,810千円、定期預金50,190千円）であり、運用

益は、国債については年額500千円、定期預金については年額約３千円である。 

３ 令和８年度から基金の一部を取り崩し、多治見市の図書館並びに小学校、中学

校及び義務教育学校の図書購入費に財源充当することとする。 
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【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

 パブリック・コメント手続 

 ［案  件］ 多治見市関谷文庫基金条例の一部改正について 

 ［実施期間］ 令和７年12月８日から令和８年１月７日まで 

 ［寄せられた意見と市の回答］ 意見なし 

 

議第７号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

岐阜県において、近年の物価高騰等の影響を考慮して手数料を見直すことを受け、

本市においても同様に手数料の見直しを行う。 

２ 改正内容 

(１) 都市計画法（昭和43年法律第100号）、旧宅地造成等規制法（宅地造成等規制

法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号）による改正前の宅地造成等規制法

（昭和36年法律第191号））及び建築基準法（昭和25年法律第201号）に係る証明書

発行手数料を次のとおり改める。 ※50円（14.29％）の引上げ 

ア 都市計画法関係手数料 

証明書名 改正前 改正後  

都市計画法適合証明書 350円 400円 （別表31の項関係） 

開発許可等証明書 350円 400円 (別表32の項関係) 

イ 旧宅地造成等規制法関係手数料 

証明書名 改正前 改正後  

旧宅造法適合証明書 350円 400円 （別表35の項関係） 

ウ 建築基準法関係手数料 

証明書名 改正前 改正後  

建築許可等証明書 350円 400円 （別表52の項関係） 

(２) 長期優良住宅建築等計画及び維持保全計画の認定申請手数料を次のとおり改

める。 ※０～32,000円（０～7.1％、平均4.97％）の引上げ 

ア 新築（当初申請…別表52の２の項関係、変更申請…別表52の４の項関係） 

住宅の種類 
工事 

種別 
単位 

事前 

審査 

当初申請 変更申請 

改正前 改正後 改正前 改正後 

一戸建て 

の住宅 
新築 １戸 

あり 14,000円 15,000円 7,000円 7,500円 

なし 50,000円 ← 25,000円 ← 

共

同

住

宅

等 

５戸以下 新築 １棟 
あり 24,000円 25,000円 12,000円 12,500円 

なし 110,000円 114,000円 55,000円 57,000円 

５戸超え 

10戸以下 
新築 １棟 

あり 38,000円 40,000円 19,000円 20,000円 

なし 172,000円 181,000円 86,000円 90,500円 

10戸超え 新築 １棟 
あり 62,000円 66,000円 31,000円 33,000円 

なし 334,000円 355,000円 167,000円 177,500円 
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イ 増改築（当初申請…別表52の２の項（括弧書）関係、変更申請…別表52の

４の項（括弧書）関係） 

住宅の種類 
工事 

種別 
単位 

事前 

審査 

当初申請 変更申請 

改正前 改正後 改正前 改正後 

一戸建て 

の住宅 

増 

改築 
１戸 

あり 20,000円 21,000円 10,000円 10,500円 

なし 72,000円 73,000円 36,000円 36,500円 

 

共

同

住

宅

等 

５戸以下 
増 

改築 
１棟 

あり 35,000円 37,000円 17,500円 18,500円 

なし 162,000円 169,000円 81,000円 84,500円 

５戸超え 

10戸以下 

増 

改築 
１棟 

あり 56,000円 59,000円 28,000円 29,500円 

なし 255,000円 270,000円 127,500円 135,000円 

10戸超え 
増 

改築 
１棟 

あり 92,000円 98,000円 46,000円 49,000円 

なし 499,000円 531,000円 249,500円 265,500円 

ウ 既存建物の維持保全計画（当初申請…別表52の３の項関係、変更申請…別

表52の５の項関係） 

住宅の種類 
工事 

種別 
単位 

事前 

審査 

当初申請 変更申請 

改正前 改正後 改正前 改正後 

一戸建て 

の住宅 

既存 

維持 

保全 

１戸 
あり 20,000円 21,000円 10,000円 10,500円 

なし 72,000円 73,000円 36,000円 36,500円 

共

同

住

宅

等 

５戸以下 

既存 

維持 

保全 

１棟 
あり 35,000円 37,000円 17,500円 18,500円 

なし 162,000円 169,000円 81,000円 84,500円 

５戸超え 

10戸以下 

既存 

維持 

保全 

１棟 
あり 56,000円 59,000円 28,000円 29,500円 

なし 255,000円 270,000円 127,500円 135,000円 

10戸超え 

既存 

維持 

保全 

１棟 
あり 92,000円 98,000円 46,000円 49,000円 

なし 499,000円 531,000円 249,500円 265,500円 

３ 施行日等 

(１) 令和８年４月１日 

(２) 改正後の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用する。 

 

議第８号 多治見市子育ち支援会議条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨及び改正内容 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）の施行に伴い、子

ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の一部改正により生じた項ずれにつ

いて、条例中の引用箇所を改める（第２条第１項第２号関係）。 

 ２ 施行日 令和８年４月１日 
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議第９号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

(１) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）の

一部施行に伴う国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の一部改正により、

都道府県が市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金を充てる国民健康保

険事業に要する費用に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用が追加さ

れることとなった。これによる国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）

の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課額に関する規定を整備する。 

(２) 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、基礎賦課額に係る賦課限度額及

び軽減判定所得の額を引き上げる。 

(３) 国民健康保険法第110条の規定により、新型コロナウイルス感染症に感染

した被保険者等に係る傷病手当金の給付を受ける権利が令和７年５月をもって

消滅したため、当該傷病手当金の規定を削る。 

 ２ 主な改正内容 

(１) 保険料の賦課額に子ども・子育て支援納付金賦課額を加える（第11条の２

関係）。 

(２) 子ども・子育て支援納付金賦課額について、賦課総額、賦課額、保険料率、

賦課限度額等の規定の整備を行う（第15条の13から第15条の17まで、第20条第

５項及び第６項並びに第20条の５関係）。 

(３) 基礎賦課額に係る賦課限度額を67万円（現行：66万円）に引き上げる（第

15条の６関係）。 

(４) 軽減判定所得の額を次のように改める（第20条第１項関係）。 

ア ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずる金額を31万円（現行：30.5万円）に引き上げる。 

イ ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずる金額を57万円（現行：56万円）に引き上げる。 

(５) 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の規定

を削る（附則第13条から第16条まで関係）。 

３ 施行日等 

(１) 令和８年４月１日 

(２) 賦課限度額及び軽減判定所得の引上げは、令和８年度の保険料から適用す

る。 

 

議第10号 多治見市企業立地促進条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨 

法人市民税や固定資産税の税収及び市民の雇用の観点から、企業立地の奨励措

置の対象となる業種及び施設の追加並びに事業所等設置奨励金の交付基準の見直

しを行う。 

２ 改正内容 

(１) 奨励措置の対象となる業種として、情報通信業を加える（第２条第１号ア関



 

14 

係）。 

(２) 奨励措置の対象となる施設として、本店に準ずる機能を持つ支店を加え、略

称規定を「本社・支社機能等」に改める（第２条第１号イ関係）。 

(３) 事業所等設置奨励金の交付基準について、次のとおりとする（別表第１関係）。 

ア 情報通信業については、運輸業の事業所以外の区分に加える。 

イ 本社・支社機能等については、運輸業の事業所と同じ区分とする。 

ウ 事業所（中小企業に係るものに限り、かつ、運輸業に係るものを除く。）につ

いて、交付基準となる投下固定資産総額を引き上げる。 

 ３ 施行日等 

(１) 令和８年４月１日 

(２) 改正後の規定は、施行日以後に指定の申請を行った事業者に対する奨励措置

から適用する。 

 

【政策の背景及び提案までの経緯(議会基本条例第13条第１号関係)】 

１ 本市における企業の立地の促進においては、これまで鉱山跡地等を造成し、製

造業及び運輸業の誘致を行ってきた。しかし、今後、鉱山跡地のような広い土地

を確保することが困難であるため、土地の大きさに応じた企業誘致を行う必要が

ある。また、住宅隣接地を造成する場合、商業系用途での市街化区域編入に限定

される可能性が高い。そのため、奨励措置の対象に情報通信業及び支社を加える

こととする。 

２ 誘致企業に奨励金を交付する基準となる投下固定資産総額（土地、家屋及び償

却資産の取得額）について、大きな税収及び雇用を生むことができる企業の誘致

を目的とし、見直すこととする。 

 

【市民参加状況報告（市民参加条例第７条第３項、議会基本条例第13条第４号関係）】 

 パブリック・コメント手続 

 ［案  件］ 多治見市企業立地促進条例の一部改正について 

 ［実施期間］ 令和７年10月15日から同年11月14日まで 

 ［寄せられた意見と市の回答］ 意見なし 

 

議第11号 多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについて 

 １ 改正趣旨及び改正内容 

耐用年数が経過し、かつ、老朽化した次の表に掲げる市営住宅について、用途廃

止する（別表関係）。 

団地名 建設年度 建設場所 構造 
戸数（廃止前

→廃止後） 

高根 昭和34年度 高根町３丁目 簡易耐火構造平家建 ０（４→０） 

南姫 
昭和35年度 姫町２丁目20番地 簡易耐火構造平家建 ８（12→８） 

昭和38年度 姫町１丁目１番地 簡易耐火構造平家建 ０（４→０） 



 

15 

旭ケ丘第３ 昭和47年度 
旭ケ丘10丁目２番

地の40及び41 
簡易耐火構造２階建 36（43→36） 

草口住宅 昭和38年度 笠原町字平下 木造平家建 ２（４→２） 

２ 施行日 公布の日 

 

議第12号 多治見市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第335号）の

一部が改正され、非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎額が引き上げられたこ

と等に伴い、所要の改正を行う。 

２ 改正内容 

(１) 非常勤消防団員の補償基礎額を次のように改める（別表関係）。 

 補償基礎額表 

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上 

20年未満 
20年以上 

団長及び副団長 
13,340円 

（12,900円） 

14,170円 

（13,700円） 

15,000円 

（14,500円） 

分団長及び副分団長 
11,670円 

（11,300円） 

12,500円 

（12,100円） 

13,340円 

（12,900円） 

部長、班長及び団員 
10,000円 

（9,700円） 

10,840円 

（10,500円） 

11,670円 

（11,300円） 

※（  ）内：現行の補償基礎額 

※300～500円（3.09～3.45％）の引上げ 

(２) 消防作業従事者等（消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措

置従事者をいう。以下同じ。）の補償基礎額の最低額を9,700円から10,000円に、最

高額を14,500円から15,000円に引き上げる（第５条第２項関係）。 

※300～500円（3.09～3.45％）の引上げ 

(３) 扶養親族のある非常勤消防団員又は消防作業従事者等について、補償基礎額の

加算額を次のように改める（第５条第３項関係）。 

ア 配偶者 廃止する。 

イ 子（22歳の３月31日まで） １人につき383円から433円に引き上げる。 

３ 施行日等 

(１) 令和８年４月１日 

(２) 改正後の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前

に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び

遺族補償年金について適用する。 
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議第13号 令和７年度多治見市一般会計補正予算(第６号) 

議第14号 令和７年度多治見市南姫財産区事業特別会計補正予算(第１号) 

議第15号 令和７年度多治見市土地取得事業特別会計補正予算(第１号) 

議第16号 令和７年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第１号) 

議第17号 令和７年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号) 

議第18号 令和７年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第３号) 

議第19号 令和７年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号) 

議第20号 令和７年度多治見市水道事業会計補正予算(第３号) 

議第21号 令和７年度多治見市下水道事業会計補正予算(第４号) 

議第22号 令和７年度多治見市病院事業会計補正予算(第２号)  
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務

の
契

約
差

金
の

整
理

等
に

伴
う
委

託
料

等
の

減
額

※
　

財
源

：
県

負
担

金
△

 4
,0

0
0

△
 8

4
7

△
 3

,1
5
3

2
0

総
務

費
庁

内
情

報
化

施
策

推
進

費
自

治
体

シ
ス

テ
ム

標
準

化
構

築
業

務
等

の
契

約
差

金
の

整
理

等
に

伴
う

委
託

料
等

の
減

額
※

　
財

源
：
諸

収
入

（
デ

ジ
タ

ル
基

盤
改

革
支

援
補

助
金

）
△

 8
8
,2

4
4

△
 3

2
,9

3
7

△
 5

5
,3

0
7

2
1

総
務

費
人

口
対

策
戦

略
関

係
費

国
庫

補
助

金
の

不
採

択
等

に
伴

う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
寄

附
金

△
 9

,3
1
6

△
 2

0
0

9
,5

1
6

2
2

総
務

費
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
積

立
金

（
企

業
版

）
寄

附
を

令
和

８
年

度
実

施
事

業
に

充
当

す
る

こ
と

に
伴

う
、

ふ
る

さ
と

応
援

基
金

へ
の

積
立

金
の

増
額

3
5
,6

5
0

3
5
,6

5
0

2
3

総
務

費
物

価
高

騰
対

策
生

活
支

援
事

業
費

令
和

７
年

度
1
2
月

補
正

予
算

に
計

上
し

た
「
国

の
物

価
高

騰
対

応
重

点
支

援
地

方
交

付
金

」
を

活
用

し
た

ギ
フ

ト
カ

ー
ド

配
布

事
業

に
係

る
金

融
機

関
の

換
金

手
続

き
費

用
等

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

2
6
,1

3
1

2
6
,1

3
1

2
4

総
務

費
市

制
記

念
関

連
事

業
助

成
費

寄
附

採
納

に
伴

う
補

助
金

の
増

額
※

　
寄

附
者

：
キ

リ
ン

ビ
ー

ル
（
株

）
5
0
9

5
0
9

2
5

総
務

費
文

化
会

館
施

設
整

備
費

①
防

炎
垂

れ
壁

手
動

開
放

装
置

更
新

工
事

の
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
②

喫
茶

室
空

調
更

新
工

事
の

地
方

債
借

入
に

伴
う
財

源
更

正
△

 1
,5

0
0

2
,8

0
0

△
 4

,3
0
0

2
6

総
務

費
市

民
の

里
施

設
整

備
費

地
籍

整
備

推
進

調
査

費
補

助
金

の
交

付
決

定
に

伴
う
財

源
更

正
1
3
,2

0
0

△
 1

3
,2

0
0

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

2
7

総
務

費
自

主
運

行
バ

ス
事

業
費

①
自

主
運

行
バ

ス
特

別
対

策
事

業
補

助
金

の
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
補

助
金

の
減

額
　

△
2
,9

9
3
千

円
②

き
き

ょ
う
バ

ス
車

両
購

入
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う

備
品

購
入

費
の

減
額

　
△

1
,8

9
9
千

円
※

　
財

源
：
地

方
債

△
 4

,8
9
2

△
 1

,7
0
0

△
 3

,1
9
2

2
8

総
務

費
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
関

係
事

務
費

①
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
標

準
化

・
共

通
化

事
業

委
託

等
の

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

等
の

減
額

②
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
改

修
業

務
委

託
　

1
,8

4
8
千

円
③

住
民

記
録

シ
ス

テ
ム

改
修

業
務

委
託

　
6
,1

5
5
千

円
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
諸

収
入

（
デ

ジ
タ

ル
基

盤
改

革
支

援
補

助
金

）

3
,9

8
2

7
,2

5
7

△
 3

,1
6
8

△
 1

0
7

2
9

総
務

費
コ

ン
ビ

ニ
交

付
等

窓
口

Ｄ
Ｘ

推
進

費

戸
籍

附
票

に
旧

氏
記

載
機

能
が

追
加

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
コ

ン
ビ

ニ
交

付
シ

ス
テ

ム
に

機
能

を
追

加
す

る
改

修
に

伴
う
委

託
料

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

1
,0

7
8

1
,0

7
8

3
0

民
生

費
社

会
福

祉
事

業
基

金
積

立
金

寄
附

採
納

を
次

年
度

に
活

用
す

る
こ

と
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
4
0
0

4
0
0

3
1

民
生

費
国

民
健

康
保

険
事

業
会

計
繰

出
金

（
保

険
基

盤
安

定
分

）

保
険

基
盤

安
定

負
担

金
（
保

険
料

軽
減

分
及

び
保

険
者

支
援

分
）
の

確
定

に
伴

う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
増

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金
1
9
,5

8
8

1
4
,6

9
0

4
,8

9
8

3
2

民
生

費
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
姫

施
設

整
備

費

①
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
姫

施
設

整
備

事
業

に
係

る
不

用
額

の
整

理
に

伴
う

工
事

請
負

費
の

減
額

②
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
姫

給
湯

シ
ス

テ
ム

改
修

工
事

設
計

業
務

に
伴

う
委

託
料

の
増

額
　

3
,8

5
0
千

円

6
8
0

6
8
0

3
3

民
生

費
後

期
高

齢
者

医
療

費
（
保

険
基

盤
安

定
分

）

保
険

基
盤

安
定

負
担

金
（
保

険
料

軽
減

分
）
の

確
定

に
伴

う
特

別
会

計
へ

の
繰

出
金

の
減

額
※

　
財

源
：
県

負
担

金
△

 1
3
,1

9
8

△
 9

,8
9
8

△
 3

,3
0
0

3
4

民
生

費
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

繰
出

金
（
事

務
費

分
）

特
別

会
計

に
お

け
る

円
滑

運
営

補
助

金
交

付
に

伴
う
繰

出
金

の
減

額
△

 5
,4

0
0

△
 5

,4
0
0

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

3
5

民
生

費
過

年
度

返
還

金
（
障

害
者

自
立

支
援

）
事

業
者

の
請

求
誤

り
に

よ
る

令
和

５
年

度
の

障
害

者
自

立
支

援
給

付
に

係
る

国
庫

負
担

金
及

び
県

負
担

金
の

返
還

に
伴

う
償

還
金

の
増

額
1
,5

0
7

1
,5

0
7

3
6

民
生

費
過

年
度

返
還

金
（
障

害
者

自
立

支
援

医
療

）
人

工
透

析
患

者
に

係
る

自
立

支
援

医
療

費
（
更

生
医

療
）
の

支
給

額
が

過
大

で
あ

っ
た

こ
と

に
よ

る
国

庫
負

担
金

の
返

還
に

伴
う

償
還

金
の

増
額

2
2

3
7

民
生

費
児

童
手

当
給

付
費

児
童

手
当

給
付

費
の

給
付

見
込

額
の

減
に

伴
う
扶

助
費

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金
△

 1
7
4
,9

1
5

△
 1

5
8
,0

5
8

△
 1

6
,8

5
7

3
8

民
生

費
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

費

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
委

託
に

係
る

不
用

額
の

整
理

に
伴

う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
負

担
金

△
 3

3
,0

0
0

△
 5

,7
2
9

△
 2

7
,2

7
1

3
9

民
生

費
地

域
子

育
て

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く
り

事
業

費
寄

附
採

納
に

伴
う

財
源

更
正

1
0
0

△
 1

0
0

4
0

民
生

費
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

認
可

外
保

育
施

設
、

一
時

保
育

、
預

か
り

保
育

（
公

私
立

保
育

園
）
の

利
用

料
に

対
す

る
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
見

込
み

の
減

に
伴

う
扶

助
費

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金

△
 3

,5
0
0

△
 2

,6
2
5

△
 8

7
5

4
1

民
生

費
第

２
子

以
降

出
産

給
付

金
給

付
事

業
費

第
２

子
以

降
出

産
給

付
金

給
付

事
業

費
の

給
付

見
込

額
の

減
に

伴
う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
県

補
助

金
△

 6
,0

0
0

△
 6

,0
0
0

4
2

民
生

費
過

年
度

返
還

金
（
第

２
子

以
降

出
産

給
付

金
事

務
費

補
助

金
）

令
和

６
年

度
第

２
子

以
降

出
産

給
付

金
事

務
費

補
助

金
の

返
還

金
額

確
定

に
伴

う
償

還
金

の
増

額
1
5
1

1
5
1

4
3

民
生

費
民

間
保

育
所

施
設

整
備

事
業

助
成

費

小
規

模
保

育
事

業
所

新
設

に
よ

る
施

設
整

備
補

助
金

に
係

る
交

付
見

込
み

の
減

に
伴

う
補

助
金

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
県

補
助

金
△

 2
1
,9

1
5

△
 1

4
,6

1
1

△
 7

,3
0
4

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

4
4

民
生

費
第

２
子

保
育

料
無

償
化

事
業

費
令

和
７

年
４
月

か
ら

開
始

し
た

第
２

子
以

降
３

歳
未

満
児

保
育

料
の

無
償

化
事

業
の

利
用

見
込

み
の

増
に

伴
う
扶

助
費

等
の

増
額

6
0
,6

3
9

6
0
,6

3
9

4
5

民
生

費
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

母
子

生
活

支
援

施
設

措
置

委
託

に
係

る
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
委

託
料

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金
△

 6
,0

3
0

△
 4

,5
2
2

△
 1

,5
0
8

4
6

民
生

費
児

童
遊

園
地

施
設

整
備

費
児

童
遊

園
目

的
外

使
用

料
の

増
に

伴
う
財

源
更

正
1
,2

1
7

△
 1

,2
1
7

4
7

衛
生

費
生

活
習

慣
病

予
防

推
進

事
業

費
が

ん
検

診
の

利
用

見
込

み
の

減
に

伴
う

委
託

料
の

減
額

※
　

財
源

：
国

庫
補

助
金

、
県

補
助

金
△

 1
4
,0

2
1

△
 5

2
△

 1
3
,9

6
9

4
8

衛
生

費
過

年
度

返
還

金
（
母

子
保

健
事

業
推

進
費

）
令

和
６

年
度

決
算

に
よ

る
国

庫
補

助
金

の
返

還
に

伴
う
償

還
金

の
追

加
2
,9

6
0

2
,9

6
0

4
9

衛
生

費
火

葬
場

管
理

費
残

骨
灰

抽
出

有
価

物
売

払
収

入
の

増
に

伴
う
財

源
更

正
7
,1

9
6

△
 7

,1
9
6

5
0

衛
生

費
病

院
事

業
会

計
補

助
金

院
内

L
E
D

電
灯

改
修

工
事

費
等

に
係

る
不

用
額

の
整

理
に

伴
う

補
助

金
の

減
額

△
 2

2
,7

7
5

△
 2

2
,7

7
5

5
1

衛
生

費
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

等
整

備
基

金
積

立
金

石
炭

コ
ー

ク
ス

購
入

費
の

不
用

額
等

を
財

源
と

し
た

積
立

金
の

増
額

※
　

財
源

：
財

産
収

入
、

諸
収

入
1
1
0
,5

9
6

2
1
,8

8
6

8
8
,7

1
0

5
2

衛
生

費
環

境
施

策
推

進
基

金
積

立
金

利
子

収
入

の
増

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
2
9
8

2
9
8

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

5
3

衛
生

費
自

動
車

購
入

費
地

方
債

借
入

取
り

や
め

に
よ

る
財

源
更

正
△

 8
,6

0
0

8
,6

0
0

5
4

衛
生

費
焼

却
施

設
等

運
営

費
石

炭
コ

ー
ク

ス
購

入
費

の
不

用
額

の
整

理
等

に
伴

う
消

耗
品

費
等

の
減

額
※

　
財

源
：
負

担
金

、
手

数
料

、
諸

収
入

△
 1

0
3
,5

0
9

△
 1

4
,7

9
9

△
 8

8
,7

1
0

5
5

農
林

水
産

業
費

た
め

池
整

備
県

工
事

負
担

金
金

山
た

め
池

（
県

営
防

災
た

め
池

）
整

備
事

業
負

担
金

の
増

額
※

　
財

源
：
地

方
債

2
,5

0
0

2
,2

0
0

3
0
0

5
6

農
林

水
産

業
費

保
健

保
安

林
整

備
費

潮
見

公
園

旧
薬

草
園

前
ト
イ

レ
改

修
工

事
等

の
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
地

方
債

△
 7

,6
3
9

△
 6

,9
0
0

△
 7

3
9

5
7

農
林

水
産

業
費

森
林

環
境

譲
与

税
基

金
積

立
金

森
林

環
境

譲
与

税
の

交
付

見
込

み
額

の
増

等
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
2
,9

2
7

2
,9

2
7

5
8

商
工

費
セ

ラ
ミ
ッ

ク
パ

−
ク

Ｍ
ＩＮ

Ｏ
関

係
費

電
気

・
ガ

ス
料

金
の

高
騰

に
よ

る
セ

ラ
ミ

ッ
ク

パ
ー

ク
美

濃
へ

の
負

担
金

の
増

額
8
,6

3
5

8
,6

3
5

5
9

商
工

費
企

業
誘

致
事

業
費

事
業

所
等

設
置

奨
励

金
等

の
見

込
み

額
の

減
に

伴
う
報

償
費

等
の

減
額

※
　

財
源

：
県

補
助

金
△

 1
7
,7

3
5

△
 7

8
△

 1
7
,6

5
7

6
0

商
工

費
観

光
宣

伝
事

業
費

国
庫

補
助

金
の

不
採

択
に

伴
う
財

源
更

正
△

 4
,3

0
8

4
,3

0
8

6
1

土
木

費
耐

震
診

断
促

進
事

業
費

耐
震

化
促

進
事

業
の

実
施

見
込

み
の

減
に

伴
う
補

助
金

等
の

減
額

※
　

財
源

：
国

庫
補

助
金

、
県

補
助

金
△

 1
0
,5

8
1

△
 7

,9
9
8

△
 2

,5
8
3

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

6
2

土
木

費
中

央
自

動
車

道
跨

道
橋

撤
去

事
業

費
地

方
債

借
入

取
り

や
め

に
伴

う
財

源
更

正
△

 3
9
,9

0
0

3
9
,9

0
0

6
3

土
木

費
主

要
幹

線
舗

装
整

備
事

業
費

補
助

事
業

費
の

決
定

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
地

方
債

△
 6

,4
0
4

△
 3

,2
0
3

△
 2

,9
0
0

△
 3

0
1

6
4

土
木

費
市

道
５
２

２
４
０

０
線

道
路

改
良

事
業

費
（
公

共
）

補
助

事
業

費
の

決
定

に
伴

う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
地

方
債

※
　

道
路

河
川

課
分

4
2
5

3
0
0

△
 7

2
5

6
5

土
木

費
市

道
５
２

２
４
０

０
線

道
路

改
良

事
業

費
（
公

共
）

国
庫

補
助

金
額

の
決

定
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
地

方
債

※
　

用
地

課
分

△
 8

,5
0
0

△
 7

,6
0
0

1
6
,1

0
0

6
6

土
木

費
空

き
家

対
策

事
業

費
ふ

る
さ

と
応

援
基

金
繰

入
金

充
当

事
業

の
変

更
に

伴
う
財

源
更

正
3
1
7

△
 3

1
7

6
7

土
木

費
道

路
整

備
基

金
積

立
金

財
源

の
全

体
調

整
に

伴
う
積

立
金

の
増

額
2
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

6
8

土
木

費
公

園
維

持
管

理
費

都
市

公
園

敷
地

使
用

料
の

増
に

伴
う
財

源
更

正
1
,6

6
7

△
 1

,6
6
7

6
9

土
木

費
公

園
施

設
長

寿
命

化
事

業
費

国
庫

補
助

金
額

の
決

定
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
地

方
債

△
 1

0
,0

0
0

△
 5

,0
0
0

△
 4

,5
0
0

△
 5

0
0

7
0

土
木

費
市

営
住

宅
施

設
整

備
費

用
途

廃
止

す
る

住
宅

の
解

体
（
南

姫
団

地
１

棟
（
４

戸
）
、

旭
ケ

丘
第

３
団

地
１

棟
（
７

戸
）
、

草
口

住
宅

団
地

１
棟

（
２
戸

）
）
等

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
増

額
及

び
国

庫
補

助
金

額
の

決
定

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
使

用
料

4
4
,0

4
2

△
 4

,7
2
8

9
,3

0
2

3
9
,4

6
8

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

7
1

消
防

費
応

急
手

当
普

及
関

係
費

ふ
る

さ
と

応
援

基
金

繰
入

金
充

当
事

業
の

変
更

に
伴

う
財

源
更

正
7
9
4

△
 7

9
4

7
2

消
防

費
消

防
指

令
業

務
共

同
運

用
関

係
費

東
濃

５
市

消
防

通
信

指
令

セ
ン

タ
ー

建
築

工
事

に
係

る
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
協

議
会

負
担

金
の

減
額

※
　

財
源

：
地

方
債

△
 4

,2
8
6

△
 4

,2
0
0

△
 8

6

7
3

消
防

費
災

害
出

動
関

係
費

災
害

出
動

関
係

の
不

用
額

の
整

理
に

伴
う
備

品
購

入
費

の
減

額
※

　
財

源
：
諸

収
入

△
 4

5
6

9
7
6

△
 1

,4
3
2

7
4

消
防

費
消

防
水

利
施

設
改

良
費

①
水

道
管

布
設

替
え

工
事

に
伴

う
消

火
栓

布
設

替
え

の
増

に
伴

う
負

担
金

の
増

額
　

9
,7

9
6
千

円
②

防
火

水
槽

耐
震

補
強

工
事

の
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

等
の

減
額

　
※

　
財

源
：
地

方
債

7
,7

4
4

△
 1

,6
0
0

9
,3

4
4

7
5

消
防

費
北

消
防

署
移

転
整

備
事

業
費

地
方

債
借

入
取

り
や

め
に

よ
る

財
源

更
正

△
 3

2
6
,7

0
0

3
2
6
,7

0
0

7
6

消
防

費
防

災
関

係
施

設
整

備
費

陶
都

中
学

校
及

び
小

泉
小

学
校

体
育

館
避

難
所

空
調

設
置

工
事

の
契

約
差

金
の

整
理

に
伴

う
工

事
請

負
費

の
減

額
※

　
財

源
：
地

方
債

△
 5

3
,6

6
3

△
 5

3
,7

0
0

3
7

7
7

教
育

費
奨

学
資

金
給

付
事

業
費

（
大

学
生

向
け

）
給

付
対

象
者

の
見

込
み

人
数

の
減

に
伴

う
扶

助
費

の
減

額
※

　
財

源
：
奨

学
基

金
繰

入
金

△
 3

,0
0
0

△
 3

,0
0
0

7
8

教
育

費
小

中
一

貫
教

育
校

調
査

研
究

費
教

育
振

興
基

金
繰

入
金

充
当

に
伴

う
財

源
更

正
7
6
9

△
 7

6
9

7
9

教
育

費
小

学
校

施
設

改
良

事
業

費

①
大

規
模

保
全

工
事

等
の

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う

工
事

請
負

費
の

減
額 ②

財
源

の
全

体
調

整
に

よ
る

修
繕

引
当

基
金

繰
入

金
の

減
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
地

方
債

、
修

繕
引

当
基

金
繰

入
金

△
 2

5
,4

6
1

△
 2

7
,6

0
0

△
 8

4
,4

0
0

8
6
,5

3
9

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

8
0

教
育

費
笠

原
小

中
学

校
建

設
事

業
費

（
補

助
対

象
分

）
教

育
振

興
基

金
繰

入
金

充
当

に
伴

う
財

源
更

正
1
,0

0
0

△
 1

,0
0
0

8
1

教
育

費
中

学
校

施
設

改
良

事
業

費

①
大

規
模

保
全

工
事

等
の

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う

工
事

請
負

費
の

減
額 ②

中
学

校
ト
イ

レ
洋

式
化

改
修

工
事

（
陶

都
中

学
校

、
多

治
見

中
学

校
、

北
陵

中
学

校
）
　

1
9
7
,6

8
1
千

円
③

財
源

の
全

体
調

整
に

よ
る

修
繕

引
当

基
金

繰
入

金
の

減
に

伴
う
財

源
更

正
※

　
財

源
：
国

庫
補

助
金

、
修

繕
引

当
基

金
繰

入
金

、
地

方
債

1
6
1
,0

4
9

4
6
,2

7
6

1
0
3
,8

0
0

△
 5

6
,0

0
0

6
6
,9

7
3

8
2

教
育

費
私

立
幼

稚
園

等
児

童
運

営
費

市
内

の
認

定
こ

ど
も

園
の

入
所

見
込

み
の

減
に

伴
う
負

担
金

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金
△

 5
5
,3

2
4

△
 3

0
,8

7
0

△
 2

4
,4

5
4

8
3

教
育

費
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

（
私

立
幼

稚
園

分
）

私
立

幼
稚

園
（
新

制
度

未
移

行
園

）
に

対
し

て
支

払
う
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
費

の
見

込
み

の
減

に
伴

う
負

担
金

の
減

額
※

　
財

源
：
国

庫
負

担
金

、
県

負
担

金
△

 3
2
,7

4
8

△
 2

4
,5

6
1

△
 8

,1
8
7

8
4

教
育

費
教

育
振

興
基

金
積

立
金

利
子

収
入

の
増

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
7
9

7
9

8
5

教
育

費
学

習
館

施
設

整
備

費
学

習
館

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

更
新

工
事

等
の

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う
工

事
請

負
費

の
減

額
△

 7
,8

0
7

△
 7

,2
0
0

△
 6

0
7

8
6

公
債

費
市

債
元

金
償

還
金

財
源

の
全

体
調

整
に

よ
る

市
債

償
還

対
策

基
金

繰
入

金
の

減
に

伴
う
財

源
更

正
△

 2
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

8
7

諸
支

出
金

土
地

購
入

事
業

費
第

１
期

高
田

テ
ク

ノ
パ

ー
ク

の
土

地
開

発
基

金
か

ら
一

般
会

計
へ

の
一

部
買

戻
し

に
伴

う
公

有
財

産
購

入
費

の
増

額
※

　
本

補
正

予
算

に
よ

り
持

分
1
9
分

の
２
を

買
戻

し
（
残

り
８
億

円
）

2
0
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

1
5
2
,9

2
6

△
 1

9
0
,9

2
0

△
 3

8
5
,1

0
0

△
 4

2
4
,0

7
7

1
,1

5
3
,0

2
3

合
　

　
　

　
　

計
　

（
補

正
額

総
額

）

※
　

原
則

、
補

正
額

が
△

3
,0

0
0
千

円
に

満
た

な
い

も
の

は
省

略
。

た
だ

し
、

財
源

更
正

で
あ

っ
て

、
そ

の
内

訳
が

3
,0

0
0
千

円
以

上
の

増
減

を
含

む
も

の
及

び
特

定
財

源
の

増
に

よ
る

も
の

は
掲

載

款
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額

財
源

内
訳

番 号
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 令
和

７
年

度
　

　
　

一
 般

 会
 計

 税
 等

 内
 訳

 一
 覧

 表
  

  
  

  
　

（ 
補

 正
 第

 ６
 号

 ）

金
額

１
市

税

２
地

方
譲

与
税

自
動

車
重

量
譲

与
税

地
方

揮
発

油
譲

与
税

３
利

子
割

交
付

金

４
配

当
割

交
付

金

５
株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

６
法

人
事

業
税

交
付

金

７
地

方
消

費
税

交
付

金

８
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金

９
環

境
性

能
割

交
付

金
△

 7
,4

33

1
0

国
有

提
供

施
設

等
所

在
市

町
村

助
成

交
付

金

1
1

地
方

特
例

交
付

金
4,

37
7

1
2

地
方

交
付

税
普

通
交

付
税

46
0,

90
0

特
別

交
付

税

1
3

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金

2
0

繰
入

金
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

△
 1

42
,9

45

（
う

ち
可

処
分

）
△

 1
42

,9
45

（
う

ち
災

害
留

保
分

）

2
1

繰
越

金
83

8,
12

4

2
2

諸
収

入
市

預
金

利
子

2
3

市
債

臨
時

財
政

対
策

債

 
そ

の
他

一
般

財
源

1,
15

3,
02

3

（
単

位
：
千

円
）

内
容

合
計
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（
継

続
費

）
（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

6
1
,1

8
8

1
,1

8
8

7
5
,2

9
1

5
,2

9
1

計
6
,4

7
9

6
,4

7
9

6
1
,1

8
8

1
,1

8
8

7
2
,1

2
3

2
,1

2
3

8
3
,1

6
8

3
,1

6
8

計
6
,4

7
9

6
,4

7
9

6
5
6
2
,9

8
0

4
4
3
,6

0
0

1
0
,0

0
0

1
0
9
,3

8
0

7
1
4
2
,1

2
0

1
1
3
,5

0
0

2
8
,6

2
0

8
6
3
3
,1

0
0

5
5
7
,1

0
0

7
6
,0

0
0

計
1
,3

3
8
,2

0
0

1
,1

1
4
,2

0
0

1
0
,0

0
0

2
1
4
,0

0
0

6
5
6
2
,9

8
0

4
4
3
,6

0
0

1
0
,0

0
0

1
0
9
,3

8
0

7
1
4
2
,1

2
0

1
1
3
,5

0
0

2
8
,6

2
0

8
6
1
9
,1

0
0

5
5
7
,1

0
0

6
2
,0

0
0

計
1
,3

2
4
,2

0
0

1
,1

1
4
,2

0
0

1
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

6
2
2
0
,5

2
5

2
2
0
,5

0
0

2
5

7
3
3
6
,5

1
9

3
3
6
,3

0
0

2
1
9

計
5
5
7
,0

4
4

5
5
6
,8

0
0

2
4
4

6
2
2
0
,5

2
5

2
2
0
,5

0
0

2
5

7
3
3
2
,2

3
3

3
3
2
,1

0
0

1
3
3

計
5
5
2
,7

5
8

5
5
2
,6

0
0

1
5
8

財
源

内
訳

項
目

番
号 1

6
,4

7
9

1
,3

2
4
,2

0
0

3

変
更

前

消
防

指
令

業
務

共
同

運
用

整
備

事
業

5
5
7
,0

4
4

変
更

後
5
5
2
,7

5
8

継
続

費
の

変
更

変
更

前

令
  

和
  

７
  

年
  

度
　

　
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

（
　

補
　

正
　

第
　

６
　

号
　

）
　

の
　

主
　

要
　

内
　

容

年
度

年
割

額

2

変
更

前

（
仮

称
）
笠

原
こ

ど
も

園
建

設
事

業

総
額

戸
籍

附
票

シ
ス

テ
ム

標
準

化
・
共

通
化

事
業

事
業

名

変
更

後

1
,3

3
8
,2

0
0

変
更

後

6
,4

7
9
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（
 単

位
：
千

円
 ）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

7
1
4
8
,0

0
0

3
9
,9

0
0

1
0
3
,6

0
0

4
,5

0
0

8
2
2
2
,0

0
0

5
9
,9

0
0

1
5
5
,4

0
0

6
,7

0
0

計
3
7
0
,0

0
0

9
9
,8

0
0

2
5
9
,0

0
0

1
1
,2

0
0

7
1
4
8
,0

0
0

1
0
3
,6

0
0

4
4
,4

0
0

8
2
2
2
,0

0
0

5
9
,9

0
0

1
5
5
,4

0
0

6
,7

0
0

計
3
7
0
,0

0
0

5
9
,9

0
0

2
5
9
,0

0
0

5
1
,1

0
0

6
6
6
3
,0

6
5

2
2
7
,4

0
0

4
3
5
,6

6
5

7
6
6
3
,0

6
5

5
5
4
,1

0
0

1
0
8
,9

6
5

計
1
,3

2
6
,1

3
0

7
8
1
,5

0
0

5
4
4
,6

3
0

6
6
6
3
,0

6
5

2
2
7
,4

0
0

4
3
5
,6

6
5

7
6
6
3
,0

6
5

2
2
7
,4

0
0

4
3
5
,6

6
5

計
1
,3

2
6
,1

3
0

4
5
4
,8

0
0

8
7
1
,3

3
0

6
2
,0

6
6
,2

2
3

2
1
8
,7

6
6

1
,3

8
4
,8

0
0

4
6
2
,6

5
7

7
4
,1

1
4
,4

5
0

4
9
1
,3

4
7

2
,7

1
3
,5

0
0

2
0
,0

0
0

8
8
9
,6

0
3

計
6
,1

8
0
,6

7
3

7
1
0
,1

1
3

4
,0

9
8
,3

0
0

2
0
,0

0
0

1
,3

5
2
,2

6
0

6
2
,0

6
6
,2

2
3

2
1
8
,7

6
6

1
,3

8
4
,8

0
0

4
6
2
,6

5
7

7
4
,1

1
4
,4

5
0

4
9
1
,3

4
7

2
,7

1
3
,5

0
0

2
1
,0

0
0

8
8
8
,6

0
3

計
6
,1

8
0
,6

7
3

7
1
0
,1

1
3

4
,0

9
8
,3

0
0

2
1
,0

0
0

1
,3

5
1
,2

6
0

財
源

内
訳

変
更

後

年
度

年
割

額
総

額
事

業
名

変
更

後
3
7
0
,0

0
0

中
央

自
動

車
道

跨
道

橋
撤

去
事

業
(長

瀬
橋

）

変
更

前

笠
原

小
中

学
校

建
設

事
業

（
補

助
対

象
分

）

6
,1

8
0
,6

7
3

変
更

後
6
,1

8
0
,6

7
3

3

項
目

番 号 1

変
更

前

（
参

考
）

継
続

費
の

財
源

変
更

2

1
,3

2
6
,1

3
0

3
7
0
,0

0
0

変
更

前

北
消

防
署

移
転

整
備

事
業

1
,3

2
6
,1

3
0
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 （
繰

越
明

許
費

）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
1
,8

4
8

2
6
,1

5
5

3
1
,0

7
8

4
3
,8

5
0

5
5
,7

7
1

2
,6

9
9

6
1
0
,0

0
0

7
2
,2

0
0

3
0
0

8
4
5
0

9
8
,6

3
5

1
0

5
0
0

1
1

3
0
,7

6
7

1
2

4
,0

3
1

1
3

6
,0

0
0

1
4

7
,6

6
3

1
5

1
,6

0
0

（
 単

位
：
千

円
 ）

コ
ン

ビ
ニ

交
付

等
窓

口
Ｄ

Ｘ
推

進
費

（
コ

ン
ビ

ニ
交

付
シ

ス
テ

ム
改

修
業

務
委

託
）

1
,0

7
8

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

関
係

事
務

費
（
住

民
記

録
シ

ス
テ

ム
改

修
業

務
委

託
）

6
,1

5
5

月
見

セ
ン

タ
ー

管
理

費
（
し

尿
処

理
施

設
共

同
化

負
担

金
）

1
0
,0

0
0

金
　

　
額

事
　

　
　

　
　

　
　

業
　

　
　

　
　

　
　

　
名

道
路

問
題

対
策

関
連

事
業

費
（
市

道
6
1
3
5
0
0
線

道
路

詳
細

設
計

業
務

委
託

等
）

6
,0

0
0

4
,0

3
1

8
,4

7
0

セ
ラ

ミ
ッ

ク
パ

－
ク

Ｍ
ＩＮ

Ｏ
関

係
費

（
（
公

財
）
セ

ラ
ミ
ッ

ク
パ

－
ク

美
濃

負
担

金
）

8
,6

3
5

地
域

経
済

循
環

創
造

事
業

費
（
新

商
品

開
発

支
援

補
助

金
）

5
0
0

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

姫
施

設
整

備
費

（
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
姫

給
湯

シ
ス

テ
ム

改
修

工
事

設
計

業
務

）
3
,8

5
0

財
源

内
訳

森
林

整
備

促
進

事
業

費
（
林

業
就

業
移

住
支

援
事

業
補

助
金

返
還

金
）

4
5
0

繰
越

明
許

費
の

追
加

空
き

家
対

策
事

業
費

（
空

き
家

再
生

事
業

補
助

金
）

東
濃

西
部

３
市

広
域

ご
み

焼
却

施
設

建
設

関
係

費
（
広

域
ご

み
焼

却
施

設
整

備
等

に
係

る
候

補
地

選
定

補
助

業
務

委
託

）

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

関
係

事
務

費
（
戸

籍
附

票
シ

ス
テ

ム
改

修
業

務
委

託
）

1
,8

4
8

1
,6

0
0

た
め

池
整

備
県

工
事

負
担

金
（
金

山
た

め
池

県
工

事
負

担
金

）
2
,5

0
0

陶
芸

ス
タ

ジ
オ

運
営

事
業

費
（
陶

芸
ス

タ
ジ

オ
開

設
準

備
事

業
）

3
0
,7

6
7

7
,6

6
3

道
路

改
良

事
業

費
（
単

独
）

（
市

道
6
1
3
5
0
0
線

道
路

詳
細

設
計

業
務

委
託

）

道
路

改
良

事
業

費
（
単

独
）

（
宝

町
、

松
坂

町
電

柱
移

設
補

償
）

番
号

項
目
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

1
6

9
,3

0
2

3
9
,4

5
0

1
7

2
4
,3

0
0

2
,4

0
0

1
8

2
,3

0
3

1
9

4
6
,2

7
6

1
4
7
,8

0
0

3
,6

0
5

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源

変
更

前
7
1
6
,8

6
5

変
更

後
7
4
2
,9

9
6

繰
越

明
許

費
の

変
更

1
物

価
高

騰
対

策
生

活
支

援
事

業
費

（
物

価
高

騰
対

策
ギ

フ
ト
カ

ー
ド

支
給

事
業

）

7
1
6
,8

6
5

7
4
2
,9

9
6

（
 単

位
：
千

円
 ）

項
目

番 号
事

　
　

　
　

　
　

　
業

　
　

　
　

　
　

　
　

名
金

　
　

額
財

源
内

訳

財
源

内
訳

繰
越

明
許

費
の

追
加

市
営

住
宅

施
設

整
備

費
（
市

営
住

宅
解

体
工

事
）

4
8
,7

5
2

非
常

備
消

防
車

両
購

入
費

（
消

防
団

用
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
購

入
事

業
）

2
6
,7

0
0

個
別

避
難

計
画

関
係

費
（
個

別
避

難
計

画
作

成
業

務
委

託
）

2
,3

0
3

中
学

校
施

設
改

良
事

業
費

（
中

学
校

ト
イ

レ
洋

式
化

改
修

事
業

）
1
9
7
,6

8
1

項
目

番
号

事
　

　
　

　
　

　
　

業
　

　
　

　
　

　
　

　
名

金
　

　
額



 

33 

 特
別

会
計

の
主

な
事

業
内

容

議
 第

 1
4
 号

（
単

位
：千

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
南

姫
財

産
区

基
金

積
立

金
南

姫
財

産
区

所
有

の
土

地
売

払
い

等
に

伴
う

積
立

金
の

増
額

4,
41

9

2
3
0区

運
営

助
成

費
繰

出
金

地
域

行
事

等
の

減
額

に
伴

う
一

般
会

計
へ

の
繰

出
金

の
減

額
△

 1
2
2

4
,2

97

議
 第

 1
5
 号

（
単

位
：千

円
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

土
地

取
得

事
業

特
別

会
計

（
補

正
第

１
号

）
1

土
地

開
発

基
金

繰
出

金
第

１
期

高
田

テ
ク

ノ
パ

ー
ク

の
一

部
（
持

分
1
9分

の
２

）
の

一
般

会
計

へ
の

売
払

い
等

に
伴

う
基

金
へ

の
繰

出
金

の
増

額
2
0
1,

0
31

3
01

2
0
1,

0
31

3
01

議
 第

 1
6
 号

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
駐

車
場

一
般

事
務

費
前

年
度

繰
越

金
の

確
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 5
8

58

2
駐

車
場

施
設

整
備

費
前

年
度

繰
越

金
の

確
定

に
伴

う
財

源
更

正
△

 1
5,

00
0

1
5,

0
00

3
駐

車
場

施
設

整
備

基
金

積
立

金
前

年
度

繰
越

金
の

確
定

及
び

利
子

収
入

の
増

に
伴

う
積

立
金

の
増

額
4
39

3
25

4
一

般
会

計
繰

出
金

（
人

件
費

分
）

事
務

処
理

人
件

費
負

担
分

の
確

定
に

伴
う

繰
出

金
の

増
額

5
8

△
 1

4
,5

6
1

1
5
,3

8
3

合
　

　
　

　
　

　
計

82
2

駐
車

場
事

業
特

別
会

計
（

補
正

第
１

号
）

7
64 5
8

（
 単

位
：
千

円
 ）

会
計

名
番

号
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳

会
計

名
番

号
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳

会
計

名
番

号
事

業
名

事
業

内
容

補
正

額
財

源
内

訳

南
姫

財
産

区
事

業
特

別
会

計
（

補
正

第
１

号
）

4
,4

19

△
 1

2
2

合
　

　
　

　
　

　
計

4,
29

7

2
0
1,

3
32

合
　

　
　

　
　

　
計

20
1,

33
2
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  議
 第

 1
7
 号

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
繰

越
金

1
医

療
費

適
正

化
対

策
事

業
費

レ
セ

プ
ト
点

検
業

務
に

係
る

契
約

差
金

の
整

理
に

伴
う

委
託

料
の

減
額

△
 5

4
8

2
一

般
被

保
険

者
療

養
給

付
費

一
般

被
保
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